
国土交通省の組織に関し、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、
観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委
員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の
原因究明並びに海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労
働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講ずる。

＜予算関係法律案＞

●国土交通省設置法等の一部を改正する法律案

ＩＭＯ（国際海事機関）における条約の成文化（Ｈ２０夏予定）、国際的
潮流を踏まえ、「原因究明」と「懲戒」を分離

運輸安全委員会
（陸・海・空の委員の合議制による原因究明）

海難審判庁
（海難審判：対審方式による原因究明と懲戒）

海難審判所
（懲戒のための対審による審判）

原因究明

懲戒

陸・海・空の
事故原因究明機能

の総合化
（第８条の３）

※※11 航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁の改組航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁の改組
（第３条）

（第８条）

（第３条）

航空・鉄道事故調査委員会
（原因究明）

海難審判庁

海上保安庁

気象庁

海上保安庁

運輸安全委員会

気象庁

観光庁（新設）（新設）

＜国家行政組織法第３条第２項の委員会及び庁＞

＜国家行政組織法第８条の合議制の機関＞

＜国家行政組織法第３条第２項の委員会及び庁＞

廃止廃止

改組改組
下記下記※※１参照１参照

海難審判所

＜同法第８条の３の特別の機関＞

船員労働委員会

航空・鉄道事故調査委員会

国土交通省 国土交通省

※※22 船員労働委員会の廃止及びその事務の移管船員労働委員会の廃止及びその事務の移管

船員労働委員会

○紛争調整事務

○調査審議事務

中央労働委員会 都道府県労働委員会

交通政策審議会 地方交通審議会

移管

（第３条） ＜厚生労働省等＞

＜国土交通省＞

＜国土交通省＞

下記下記※※２参照２参照


